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平成23年度国際小委員会の審議の経過等について

１…はじめに

今期（平成２３年度）の文化審議会著作権分科会の第１回国際小委員会において、今

期の本委員会では前期の審議に基づき、以下の課題について検討を行うこととされた。

①インターネットによる国境を越えた海賊行為に対する対応の在り方

②著作権保護に向けた国際的な対応の在り方、

③知財と開発問題､フォークロア問題への対応の在り方

このうち、①については、前期に引き続き、海外における海賊行為の実態や被害状況

及び各国や関係団体における海賊行為への取組等を把握しつつ、今後の対応の在り方に

ついて検討を行い、②、③に関わる事項について、ＷＩＰＯの著作権等常設委員会（Ｓ

ＣＣＲ）及び遺伝資源、伝統的知識及びフォークロアに関する政府間委員会（ＩＧＣ）

における議論の動向を踏まえ、審議を行った。

２１審議の状況

（１）インターネットによる国境を越えた海賊行為に対する対応の在り方

今期の小委員会においては、各国における海賊行為への取組等を把握するため、事

務局より、「国境を越えた著作権保護のための連携」をテーマに開催された「第２回

アジア著作権会議｣における議論のまとめが報告(第１回国際小委員会）され､また、

中国、台湾との政府間協議において聴取されたインターネット上の侵害に対する両政

府の取組が紹介（第２回国際小委員会）された。

‐また、前期の小委員会において、海外におけるインターネット上の侵害対応は権利

者単独では費用負担や体制の面で限界があることから、団体として連携するための体

制強化が必要であるとの指摘がなされたことを踏まえ、今期では、海外における著作

権侵害への効果的な対応を行っている一般社団法人日本レコード協会及び一般社団

法人コンテンツ海外流通促進機構からのヒアリングを行い、団体としての侵害対応の

今後の在り方、それに対する政府による支援方策等についての検討を行った。

ヒアリングでは、インターネット上の違法コンテンツ等の侵害実態及び権利執行に

係る対応等の現状が紹介されるとともに、権利侵害への効果的な取組として、インタ

ーネット上の違法コンテンツを監視し削除要請を行うシステムの活用、侵害発生国の

関係機関等との連携強化や違法コンテンツの流通防止に向けた意識啓発の促進に関

する事例が紹介され、これらの取組をさらに進めていくことが必要であるとされた。
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（２）著作権保護に向けた国際的な対応の在り方

現在、視聴覚実演の保護や放送機関の保護に向けた条約に関する議論及び権利の制

限と例外に関する議論がＷＩＰＯで進められている。前期に引き続き今期においても、

第１回及び第２回の国際小委員会において、ＷＩＰＯの著作権等常設委員会（ＳＣＣ

Ｒ）における議論の進捗状況が報告された。

特に視聴覚実演の保護については、昨年開催されたＷＩＰＯの第４９回総会におい

て、条約採択のための外交会議を本年６月に開催することを合意するという具体的な

進展があった。

また、放送機関の保護についても、非公式会合において、議長の提出したペーパー

に基づき議論を行い、第２３回ＳＣＣＲでは、南アフリカ及びメキシコより新提案文

書も提出され、議論に加速が見られており、今後も引き続いて、伝統的放送機関の保

護の在り方について議論を行っていくこととされているところである。

権利の制限と例外については、これまでに引き続き、視覚障害者等に関する国際文

書の提案についての議論のほか、図書館。アーカイブに関する権利の制限と例外等に

ついても議論が始められているところである。権利の制限と例外については､､我が国

としては、引き続き、スリーステップテストの考え方を踏まえ、適切な議論を行うこ

とが必要であり、何らかの国際文書を作成する場合には、各加盟国がそれぞれの国内

事情を踏まえ、柔軟な対応が可能となるようにすべきである。

本小委員会では、以上のような議論を踏まえた我が国の対応につき、･検討を行った。

（３）知財と開発問題、フォークロア問題への対応の在り方

先進国。途上国間で意見に隔たりが見られる状況下において、相互に合意可能な方

策又は相互理解を深める方策について、ＷＩＰＯの遺伝資源。伝統的知識及びフォー

クロアに関する政府間委員会（ＩＧＣ）で議論がなされているところ。２０１１年の

会合結果につき、第１回及び第２回の国際小委員会において報告がなされた。フォー

クロア（TCEs:伝統的文化表現）については、ＩＧＣでのテキストベースでの議論が

具体的に進みつつある。
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３．おわりに

今期の国際小委員会では、（１）については、関係国際会議等の報告及び、国内関係団

体からの侵害対策等に関するヒアリングを行い、（２）、（３）については、ＷＩＰＯにお

ける国際的な議論の動向の報告を行い、それらについて議論を行った。

（１）については、今後も海賊行為に係る状況の把握に努めるとともに、ヒアリング

での指摘を踏まえつつ、政府間協議の充実をはかるとともに、違法コンテンツの流通防

止に向けた意識啓発の促進に向けた対応について検討していくことが必要である。

また、著作権をめぐるＷＩＰＯにおける議論については、放送条約に関する議論、視

覚障害者等の権利制限と例外に関する議論などにおいても、それぞれに一定の進展が見

られ、フォークロア（伝統的文化表現）についても、ＷＩＰＯにおける議論が進展しつ

つあり、これらを含め、引き続き我が国の対応の在り方を検討していくことが必要であ

る。特に視聴覚実演の保護に関する条約については、外交会議開催の決定を受け、条約

の早期実現が望まれる。

４．開催状況

第１回

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

第２回

（１）

（２）

（３）

平成２３年７月８日

主査の選任等について

今期の国際小委員会の進め方について

ＷＩＰＯ等における最近の動向について

アジア著作権会議等の報告

その他

平成２４年１月２０日

ＷＩＰＯ等における最近の動向について

関係団体からのヒアリング

その他
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弁護士・

社団法人日本レコード協会理事

弁護士

社団法人日本芸能実演家団体協議会

５．委員名簿

石井

上野

小原

′<保田

後藤

日本放送協会ライツ°アーカイブスセンター主幹

立教大学法学部教授．

一般社団法人日本音楽著作権協会常任理事

社団法人ｺﾝﾋ゚ ｭー ﾀｿﾌﾄｳｴｱ著作権協会専務理事，事務局長

社団法人日本映像ソフト協会専務理事，事務局長一

（社団法人コンテンツ海外流通促進機構専務理事）

社団法人日本民間放送連盟知的所有権対策委員会

ＩＰＲ専門部会法制部会主査

名古屋大学大学院法学研究科教授

北陸大学未来創造学部教授

早稲田大学大学院法務研究科教授，弁護士

慶雁義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授
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訂

事務局長実演家著作隣接権センター

弁護士山 本隆司

(以上１５名）
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